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【遺族からの申出】 

a） 遺族からの申出による調査開始を行うべきである。 

b） 遺族からの申出を受けるのであれば、調査受付窓口の相談機能を充実させること

が重要である。 

【解剖】 

a） 調査・評価を行う上で最も信頼のおけるデータは解剖なのかもしれない。コスト

や人的資源の目途も含めて、どの程度のものまで解剖しなければならないかとい

う点は見極めておかなければならない。 

b） 診療関連死の解剖を的確に行うに当たって、解剖時における臨床医の存在は重要

である。より効果的な解剖・調査のために必要な場合においては、遺族の心情や

中立性・公平性に配慮しつつ、主治医の立会いを認めることもあり得るのではな

いか。 

【迅速に調査を開始するための仕組み】 

a） 電話受付から解剖実施の判断、解剖担当医の派遣調整等を迅速に行うためには、

原則３６５日２４時間体制を確保するべき。 

【院内事故調査委員会】 

a） 調査組織において、迅速に適切な調査・評価を行うためには、院内事故調査委員

会における調査・評価は、極めて重要になると考えられる。 

b） 調査組織に医療機関が調査を丸投げするようなことがあってはならない。まず向

き合うべきは当事者たる医療従事者や医療機関と患者であり、当該医療機関で解

決できることについては、そこで解決していく必要がある。院内事故調査委員会

を通じて、各医療機関に医療安全に関するきちんとした実力がついていかない限

り再発防止につながらないのではないか。また、事故の当事者が誠意をもって、

真相究明・再発防止のための議論に参加することが重要であり、このような営み

を通して、遺族にも誠実さが伝わり、紛争化を防ぎ得るのではないか。 

c） 医療機関が自ら内部調査を行い、原因を解明するという自浄作用が最も期待され

ているのではないか。また、調査の一極集中を避けて分散化を図るためにも、医

療機関に内部調査を義務付ける必要がある。医療機関側に事実関係の調査を相当

程度させることによって、調査組織との連携の道が開けてくるのではないか。 

d） 調査組織と院内事故調査委員会の目的は、異なるものとなるだろう。院内事故調

査委員会では、真相究明・再発防止だけでなく、遺族への対応や救済、場合によ

っては当事者たる医療従事者に対する責任追及等、あらゆる議論がなされる場と
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